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わが国における修復的可法の実践は，諸外国に比べて緒に就いたばかりで

ある。修復的司法の全国的な展開はいまだ行われておらず，唯一成果を上げ

ているのが，千葉市に本部を置く INPO法人『被害者加害者対話の会運営

センター~J である 1。この意味で，本稿で取り上げる「少年対話会」は，警

察レベルでの全国的展開を示しているものとして注目に値する。

もっとも，修復的司法とは何かという点について定説はなし一定の「も

のの見方」と解することが肝要で、ある。その意味で， Restorative J ustice 

の訳語として，修復的「司法」ではなく，修復的「正義」のほうが妥当で、あ

り，この修復的正義に基づく司法制度のことを修復的司法と称した方が正確

で、あろう2。

修復的可法には， 2つのモデルがあり， 1つは， I当該犯罪に関係するす

べての当事者が一堂に会し，犯罪の影響とその将来への関わりをいかに取り

扱うかを集団的に解決するプロセスである」というモデルであり，もう 1つ

は， I犯罪によって生じた害を修復することによって司法の実現を志向する

一切の活動であるJというモデルである。前者が，純粋モデル (Purist

Model)であり，後者が，最大化モデル (MaximalistModel)である3。

少年対話会は，このうち前者の純粋モデ、ルを志向するものである。純粋モ

デルは，犯罪の直接的な関係者が参集して，相互に協力することによって，
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それぞれのニーズが充足されるべきであり，それによって，被害者，加害者

その他の人々の再統合が可能と考えるものである。修復的司法によれば，犯

罪とは人々およびその関係の侵害と理解されるのであるから，人々の参集を

絶対的要件とする純粋モデルは，文字通り，修復的司法を純粋に貫くものと

評価できょう。純粋モデルによれば，修復的司法プログラムは，被害者・加

害者・コミュニティによる直接的な会合を含まなければならず，そこにおい

て，彼らが成果を決定する。修復的司法は，当事者の積極的な関与に依存す

るわけである。純粋モデ、ルを実践している諸外国の例として，たとえば，家

族集団会議 (FGC)，コミュニティ会議，平和サークルなどがある。これら

の実践は，第 1次的当事者の共同のプロセスにより，被害者に回復をもたら

い加害者に行為に対する責任をとらせ，両者に対する社会的支援を強化す

ることを目指す。被害者の修復，加害者の責任，コミュニティの支援という

3つの要素が，純粋モデルの絶対的な構成要素で、ある。要するに，被害者，

加害者およびコミュニティの 3者が，直接対話できる機会を与えるのが修復

的可法であり，それによってはじめて，甚接的な当事者さらに間接的な関係

者などのニーズが充足されると考えるのが，純粋モデルといえよう。

2 少年対話会モデル@パイロット事業について

平成15年12月，政府は， I青少年育成大綱Jにおいて，少年非行対策の重

点課題として，次のように述べた。すなわち， I個々の事業の状況に応じ，

加害者の処遇の過程等において，謝罪を含め被害者との関係改善に向けた加

害者の取組を支援するほか，修復的司法活動の我が国への応用の可能性につ

いて検討する。」と。

これを受けて，警察庁は，平成16年4月に，有識者による調査研究会を立

ち上げ，平成17年度と18年度に，モデル・パイロット事業を実施し，平成19

年8月に，調査研究会によって事業報告書が取りまとめられ，その結果が公

表された4。

(1) 実施の検討事頁 少年対話会の実施に際して，以下の基本事項が決定

された。
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① この少年対話会は， I修復的カンフアレンス(少年対話会)Jと称され，

「非行少年の再非行防止，被害者の立ち直りおよび地域社会における市

民社会の安全と平穏の確保を目的として，警察職員(少年サポートセンタ

ー)が司会者となり，非行少年，保護者，被害者等に対話の機会を提供

するもの」である。

② 事件送致前に実施する指導・訓戒および被害者に対する支援の一環と

して位置づけることとした。したがって，当事者の同意に基づく任意の

活動となる。

③ 保護処分や刑事処分を要しないと認められる犯罪少年による事件を対

象とする。

④ 被害者に対するこ次的被害のおそれ等特別な事J情が認められる事件，

少年が非行事実を否認している事件，現に少年が身柄を拘束されている

事件および現に他機関に係属している事件は，対象としない。

⑤ 性的な動機に基づく事件，告訴・告発に係る事件および共犯事件は，

実施の是非を慎重に判断すべきである。

このように，少年対話会を実施するには，軽微犯であること，家庭裁判所

への送致前で、あること，関係者の合意に基づくことが要件とされたのであ

り，この点に，後述するように，少年対話会の限界があった。

(2) 実施時期・件数 モデル事業は，平成17年 8 月 ~12月，パイロット事

業は，平成18年10月~12月に，全国47都道府県警察の協力を得て実施され

た。対象事案は，全部で4099件(モデル事業=1855件，パイロット事業=2244件)

であった。その後，事前アンケート調査を行い，それを踏まえて関係者に意

思確認を行ったところ，最終的には，少年・保護者・被害者による直接的な

対話会が行われたのは， 56件(モデル事業=25件，パイロット事業=31件)であっ

た。

56件の内訳として，非行少年の男女比は男子が71.4%，女子が28.6%であ

り，主たる非行内容は，万引きが67.9%で最も多く，次いで建造物侵入が

10.7%，自転車盗が7.1%であった。

(3) 事前アンケート調査の実施結果 事前アンケート調査に対する回答

は，非行少年が1，848人(周収率45.1%)，保護者が1，521人(回収率37.1%)，被
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害者が1，135人(回収率27.7%)であった。以下では，特徴的な点だけを列挙

することにしたい。

①非行少年の回答 被害者にこれまで:'1"fった措置については， 1特に伺

もしていない (42.7%)jが最も多く，何かをした者の中では「その場で、謝っ

た (29.3%)jが最も多かった。少年対話会に対する参加意向については，

「ぜひ出席したい (3.5%)j，1できれば出席したい(l1.7%)jであり，参加希

望の理由については， I謝りたい (74.5%)jが最も多かった。参加を希望し

ない者は， Iあまり出席したくない C41.9%)j，I全く出席したくない (24.7

%)jであり，参加を希望しない理由については， 1何を伝えていいのかわか

らない (45.8%)j，Iその場で責められそうだから (34.3%)jであった。

②保護者の回答 保護者として被害者に行った措置については， I特に

何もしていない (39%)jが最も多く，伺かをした者の中では， I金品等の弁

償をした (29.3%)jが最も多かった。少年対話会に対する参加希望について

は， 1ぜひ出席したい (11.8%)j，Iできれば出席したい (25.7%)jであり，

参加希望の理由については， 1保護者としての責任を感じて (79.8%)jで最

も多く，次いで「子どもの立ち直りのきっかけになると思って (54%)jであ

った。参加を希望しない者は， Iあまり出席したくない (31.3%)j，I全く出

席したくない (10.1%)jであり，参加を希望しない理由については， 1時間

がないから (36.3%)jが最も多く，次いで、「顔を合わせたくないから (21.6

%)j， I親子で責められそうだから (20.8%)jであった。

③被害者の回答 加害者側からなされた措置については， 1一切何もな

い (37.7%)jが最も多く，何らかの措置を受けた者では， I保護者が直接謝

罪した (35.8%)j，1本人が直接謝罪した (34.2%)j， 1被害弁償があった (27.

4%)j と続いた。加害少年にこれから望むことについては， I立ち直って，

二度と向じ犯罪を起こさないでほしい (74.7%)j， 1真面目な生活をしてほし

い (52.7%)j と続いた。少年対話会に対する参加意向については， Iぜひ出

席したい C3.3%)j，Iできれば出席したい (13.9%)jであり，参加希望の理

由については， I犯罪や反省の気持ちを聞きたい (45.9%)jで最も多く，次

いで「犯罪の理由を聞きたい (43.4%)j，r自分の気持ちを伝えたい (38.3

%)jであった。参加を希望しない者は， rあまり出席したくない (37.4%)j， 
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「全く出席したくない (30%)jであり，参加を希望しない理由については，

「仕事が忙しいから (51.6%)jで最も多く，次いで、「会っても意味がないか

ら (27.3%)j，["面倒だから (24.2%)jであった。

(4) 参加者アンケート調査の結果 参加者アンケート調査に対する回答

は，非行少年が47人(悶収率83.9%)，保護者が43人 (76.8%)，被害者が45人

(80.4%)であった。以下では，特徴的な点だけを列挙することにしたい。

①非行少年の回答 犯罪を犯した理由を正置に話せたかについては，

「全く正置に話せた (51.1%)j， ["かなり正直に話せた (40.4%)jであった。

謝罪については， ["非常にきちんと謝罪できた (25.5%)j，["かなりきちんと

謝罪できた (46.8%)jであり，被害者が謝罪を真剣に受け止めてくれたかに

ついては， ["非常に真剣に受け止めてくれた (48.9%)j，["かなり真剣に受け

止めてくれた (46.8%)jであった。最終的な決意事項 (i二度としないJi立ち直

る」などの決意)の内容に関し自分の意見がどの程度取り入れられたかについ

ては， ["十分に取り入れられた (53.2%)j，["かなり取り入れられた (31.9%)j 

であった。決意事項の実現については， ["非常に難しい (27.7%)j，["少し難

しい (40.4%)jであった。少年対話会に対する満足度については， ["非常に

満足 (53.2%)j，["やや満足 (29.8%)jであり，対話後に考えたことについて

は， ["家族に迷惑を掛けたこと (85.1%)j，["被害者に迷惑を掛けたこと (83

%) j， ["r決意したこと』を実行すること (66%)jであった。

②保護者の囲答 子どもが犯行理由を正直に話せたかについて， ["全く

正直に話せた (30.2%)j，["かなり正直に話せた (60.5%)jであった。子ども

が被害者に行った謝罪については， ["非常にきちんと謝罪できた (25.6%)j， 

「かなりきちんと謝罪できた (62.8%)jであり，その謝罪を被害者が真剣に

受け止めてくれたかについては， ["非常に真剣に受け止めてくれた (69.8

%)j， ["かなり真剣に受け止めてくれた (27.9%)jであった。最終的な決意事

項の内容に関し子どもの意見がどの程度取り入れられたかについては， ["十

分に取り入れられた (65.1%)j，["かなり取り入れられた (30.2%)jであっ

た。さらに，決意事項の内容に保護者の意見がどの程度取り入れられたかに

ついては， ["十分に取り入れられた (62.8%)j，["かなり取り入れられた (32.6

%)jであった。決意事項の実現については， ["なんともいえない (39.5%)j， 
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「少し難しい (37.2%)jであった。少年対話会に対する満足度については，

「非常に満足 (81.4%)j，["やや満足 (14%)jであり，対話後に考えたことに

ついては， ["被害者に与えた被害 (86%)j["決意事項を実行できるか (83.7

%)j ["子どもが犯罪を犯したのはなぜか (81.4%)j， ["子どもに対する今後の

接し方 (81.4%)jであった。

③被害者の回答 少年が犯罪を犯したいきさつを正直に話したと思うか

については， ["全く正直に話したと思う (37.8%)j，["かなり正直に話したと

思う (57.8%)jであった。自分が受けた被害や被害者としての気持ちをうま

く話せたかについて， ["非常にうまく話せた (ll.l%)j，["かなりうまく話せ

た (46.7%)jであった。少年が被害者の受けた被害や気持ちなどを真剣に受

け止めたかについては， ["非常に真剣に受け止めたと思う (33.3%)j，["かな

り真剣に受け止めたと思う (62.2%)jであり，少年の保護者が被害者の受け

た被害や気持ちを真剣に受け止めてくれたかについて， ["非常に真剣に受け

止めたと思う (55.6%)j，["かなり真剣に受け止めたと思う (40%)jであっ

た。決意事情の実現については， ["なんともいえない (40%)j，["少し難しい

(20%) jであった。少年対話会に対する満足度については， ["非常に満足

(46.7%)j， ["やや満足 (24.4%)jであった。

3 少年対話会の意義

以上の少年対話会は，非行少年の再犯関止，被害者の立ち直り，地域社会

における市民生活の安全と平穏の確保という純粋モデル型の修復的司法を実

践するものであり，今回のモデル・プロジェクトは，一応の目的は達成され

たように思われる。

(1) 非行少年の再非行防止 少年対話会への参加をめぐって，少年と保護

者とのコミュニケーションが促進されたという効果を生んで‘いる。多くの非

行少年が親と疎遠になっているということを考慮すると大きな意義がある。

少年対話会に参加した非行少年の多くが，自分の犯した行為の責任を認識

し，被害者に謝罪できたと感じ，少年対話会に満足している。

修復的司法における修復責任は，被害者に対する具体的な責任を意味する



「少年対話会」の意義と限界 39 

から，少年対話会によって，被害者から被害による影響を聞くことは，自己

の行為の具体的な軍認手を認識し，それに向き合って反省し，謝罪などができ

る。少年対話会は，このような修復責任を履行することができる機会を提供

するものということができょう。

保護者についても，少年対話会への参加をめぐって，少年とのコミュニケ

ーションが促進されたという効果を生んでいる。また，保護者は，少年対話

会に参加することによって，少年が立ち直れるという期待をいだいており，

対話会に対する満足度も高くなっている。

修復的司法は，犯罪に至った環境・素質等を当事者の対話によって明らか

にしていくことであるから，非行原因の一つの重要な要素となっている親子

関係の正常化が，少年対話会によって，保護者に対する支援が行われること

は重要な意味を有するだろう。

(2) 被害者の立ち直り 多くの被害者は，加害者が被害者の受けた被害や

気持ちを真剣に受け止めてくれたと感じており，少年対話会に一定の満足を

示している。

修復的司法に対して，被害者は，なぜ加害者と会う必要があるのか，なぜ

加害者の立ち直りに協力しなければならないかなどの疑問をもっている。し

かし，修復的可法は当事者の任意による参加であることを看過する疑問であ

るのみならず，少年対話会に参加した被害者は，被害の回復のみならず，少

年の立ち直りに協力するという形での参加もあったのである。さらに，加害

者に会うことによって，加害者がモンスターではないこと，自分が再度被害

を受ける心配がないことなど，被害者が安心感を得ることができるであろ

つ。

(3) 地域社会における市民生活の安全と平穏の確保 非行少年，保護者，

被害者が非行と被害について考える機会を得て，当事者間で解決されたこと

は，地域社会における市民生活に対しても安心と平穏をもたらすであろう。

すなわち，過去に起きた犯罪が修復されたとともに，将来の犯罪に対する予

防の点でも，市民生活レベルで、地域社会が強化されたことによって，意義ーが

あるだろう。

なお，モデル・プロジェクトにおいて，直接対面が実現しなかったが，警
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察を通じた手紙の交付や謝罪の間接的なやりとりも行われたとのことであ

る。これも修復的司法の一つの実現形態である。修復的司法は，何らかの形

で，当事者聞に橋渡し(ブリッジ)を架けることが中心的目的であり，この

ブリッジを架けない刑事可法，少年司法に対して問題提起をするものだから

である。

4 少年対話会についての論点

次には，少年対話会について，現行の少年法システムとの関係をめぐる諸

問題を検討することにする。

(1) 少年対話会の位聾づけ 少年対話会についての具体的な法的根拠規定

は存在しない。もっとも，モデル・プロジェクト事業であったこともその理

由であろうが，あえて現行法の根拠条文を挙げれば，警察法2条1項の規定

する警察の所掌事務の範囲内で行われる活動であろう。もっとも，この規定

は，単なる組織規範であり，具体的な職務を遂行する根拠条文ではない。し

たがって，少年対話会は当事者の用意を基礎とする任意の措置と位置づけら

れる。

少年対話会は，少年法との関係では，現行の少年手続システムの中に組み

入れるという方向性を維持したものである。したがって，現行法との抵触を

避ける必要性があり，根拠条文としては，少年警察活動規則13条1項の「そ

の他の必要な措置」を挙げることができょう。すなわち，同条項は， r非行

少年については，当該少年に係る事件の捜査又は調査のほか，その適切な処

遇に資するため必要な範囲において，時機を失することなし本人又はその

保護者に対する助言，学校その他の関係機関への連絡その他の必要な措置を

とるものとする。」と規定している。

このように，少年対話会が少年法の枠の中での任意の措置と解される以

上，当事者の参加の任意性の確保と，少年法を支配する全件送致主義との関

係が問題となる。

(2) 参加の任意性の確保 このための措置として，参加の有無やその内容

は，警察の処遇意見に影響を及ぼさないとされている。なぜなら，参加しな
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いことや対話会での内容が処遇意見に影響を及ぽすことになれば，当事者の

任意性は確保されないからである。しかし，当事者間での対話の場が提供さ

れ，そこにおいて一定の成果が生まれた以上，その成果を処遇意見に反映す

べきであるという考え方にも十分な理由があろう。かりに，家庭裁判所が，

少年対話会に関する情報を知りたいということであれば，警察はその情報を

伝えることになるわけで，その意味では，事実上の強制力もあるかもしれな

い。この点、は，修復的司法における任意性の問題一般に関連することにな

る。

また，警察が当事者に参加への説得の試みを行うことは許されるであろ

う。諸外国における修復的司法では，仲介者が加害者・被害者双方に対し

て，対話の可能性を探り，ケアを含め，粘り強い説得を行っている。問題

は，少年対話会において，このような仲介者が存在しているかという点であ

る。今回のモデル・パイロット事業においては，少年サポートセンターに所

属する職員がこれを担当した。この職員には一般職員(少年補導職員)として

心理系専門職員である「少年相談専門職員」が含まれている。これらの職員

の拡充も必要であろうし，さらに，対話会専属の職員の要請も望まれ，たと

えば，少年警察ボランティアを仲介者として活用することも考えられる。諸

外国では，ボランティアによる仲介者養成の機関があることを見習うべきで

あろう。これによって，市民参加というメリットもあると思われる。

(3) 全件送致主義との関係 前述のように，少年対話会は，現行の少年手

続の枠内で遂行される措置であることから，全件送致主義に反しない形で実

施されなければならない。全件送致主義の根拠規定は，少年法41条 (i可法警

察員は，少年の被疑事件について授査を遂げた結果，罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑が

あるものと思料するときは，これを家庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑が

ない場合でも，家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは，同様であ

る。J)と間42条 1項 (i検察官は，少年の被疑事件について捜査を遂げた結果，犯罪の

嫌疑があるものと思料するときは，第45条第5号本文に規定する場合を除いて，これを家

庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑がない場合でも，家庭裁判所の審判に付

すべき事由があると思料するときは，同様である。J)である。

全件送致主義の実質的根拠は，少年の改善・更生のためには，専門的スタ
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ツフを備えた家庭裁判所が棺応しいという点にある。したがって，検察官や

警察官が少年の改善・更生のために何らかの措置を行うことは妥当で、はない

ことになる。

このような全件送致主義に反しないようにするため，少年対話会は，家裁

送致前に実施されなければならないわけである。もっとも，家裁送致後に，

家裁が少年対話会に事件を委託するということも法的には可能であろう。す

なわち，少年法16条 (1(1項)家庭裁判所は，調査及び観察のため，警察官，保護観

察官，保護可，児童福祉司(児童福祉法第12条の 3第2項第4号に規定する児童福祉司を

いう。第26条第1項において同じ。)又は児玄委員に対して，必要な援助をさせることが

できる。(2項)家庭裁判所は，その職務を行うについて，公務所，公私の団体，学校，

病院その他に対して，必要な協力を求めることができる。J)における「必要な援助J

として少年対話会への委託も可能で、ある。

また，少年対話会の実施は，非行事実の存在が確認されること，および，

対象事案が保護処分や刑事処分を要しない事案であることが前提とされるで

あろう。しかし，事案を限定する必要があるのかという問題がある。すなわ

ち，触法事案，不良行為事案，保護処分相当と認められる事案，少年棺談事

案，試験観察中の少年に係わる事案，保護観察中の少年に係わる事案，児童

福祉法上の措置がとられている事案，審判不開始や不処分となった事案など

に，少年対話会を実施する可能性を検討すべきであるように思われる。

(4) その他の問題 少年対話会の記録は，原則として家裁に送致されない

こととなっている。しかし，家裁の方から照会があれば，送付してもかまわ

ないで、あろう。

少年対話会は，少年事件の非公開原則に抵触するのではないかという問題

もある。少年対話会は，一般市畏に聞かれた対話会ではなく，加害者および

被筈者の関係者，それも，それぞれを支援する人々が参加すること，加害者

と被害者双方の同意があることから，非公開原則に反するとまではいえない

であろう。

最後に，少年対話会における決意事項が抽象的な内容であることも問題と

なろう。すなわち，修復的司法は，単なる法規範遵守といった抽象的な内容

ではなく，被害者の受けた具体的な害をどうしたら回復できるかといった具
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体的な内容をめぐって解決を志向するものであるから，決意事項もより具体

的な内容にすべきであるように思われる。

5 少年司法と修復的司法の関係

刑事司法と修復的司法の関係について，次のような 4つのモデルが提示さ

れている。すなわち，単一モデル (Unifiedmodel) ， 2元モデル (Dualtrack 

model) ，安全ネットモデル (Safetynet model) ，混合モデル (Hybridmodel) 

がこれである。これらのモデルは，少年司法においても基本的に妥当するモ

デルである50

単一モデルは，現在の刑事司法によっては適切に処理できない問題や場面

に対して，全面的に修復的司法による対応を行うモデルである。単一モデル

は，いわば，段階的な刑罰廃止論(アポリショニズム)を主張するものといえ

るだろう。しかし，近代刑事司法のもたらした様々な法的な枠組みを， (純

粋モデルとしての)修復的司法が維持し得るという保障はない。やはり，法的

な枠組みの中で，修復的司法は制度化，あるいは実践化されるべきであると

考える。

2元モデルは，修復的司法プログラムを刑事司法の外部に創設し，両者を

併存させ，相互に利用・補充させるモデルである。 2元モデ、yレは，修復的司

法システムと刑事可法システムの両者を包含し，それぞれ機能的に独立して

はいるが，当事者の選択により，一方から他方へと移行することを認めるも

のである。

安全ネットモデルは，修復的司法システムを主役とし，刑事司法モデルを

脇役とするモデルで、ある。たとえば，事実認定および判決段階だけ，刑事司

法と連携するようなモデルである。このモデルの例として，いわゆるワガワ

ガ (WaggaWagga)モデルが挙げられよう。ワガワガモデルとは，オースト

ラリアのニュー・サウス・ウエールズ州のワガワガ警察が採用したモデルで

あり，ニュージーランドの家族集団会議を導入したものある。家族集団会議

は，ニュージーランドにおけるマオリ族が行っていた裁判制度に由来する

が， 1989年の「児童，少年及びその家族に関する法律」において，家族集団
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会議が制度化された。このシステムは， 1990年代に入って，オーストラリア

のすべての州・領域で実施されるようになった。ワガワガモデルは，警察段

暗でのダイヴァージョンであり，対象グループは，警察の裁量あるいはダイ

ヴァージョン基準によって決定される。スタッフは，コミュニティ・ジャス

ティス・コーデ、イネーターであり，実施場所は，社会福祉事務所，学校，コ

ミュニティ施設，場合によって警察施設である。手続は，コーディネーター

が進行役で筋書きに従い，加害者がまず話し，被害者，その他の参加者とい

う願に行い，コーデ、ィネーターが対話を公平に進行させる。コーディネータ

ーが重要参加者を決定し，被害者および加害者の近親者，警察，社会奉仕

者，その他の支援者らが招かれる。

混合モデルは，基本的に刑事司法システムで遂行し，最終的なサンクショ

ンの段階で，たとえば，損害賠償命令や社会奉仕命令などの賦課を可能とす

るモデルである。被害者と加害者の芭接対話は不要であり，被害者あるいは

コミュニティに修復的な利益が付与されることを志向する。混合モデルは，

とくに，ベルギーで行われている社会奉仕プログラムによって採用されてい

る。サンクションとしてのみ修復的司法を導入する方法は，比較的採用する

ことが容易なモデルといえよう。

わが国では，矯正や保護の段階で修復的司法の実施は可能であろう。たと

えば，少年事件における試験観察の中で行う形態である。試験観察決定を行

い，少年と被害者を対面させ，被害者の現状を理解させることによって，少

年の立ち直りをめざし，それが達成された場合には，審判不開始あるいは不

処分の決定をすることになろう。この場合，家裁から独立した機関によって

行い，調査官がそれに協力するというシステムが妥当で‘あるように思われ

る。また，少年院において，仮退院の審査の前段階に修復的司法プログラム

を導入することも考えられる。犯罪事件の直後ではなしこうした仮退院の

時期においては，修復的司法が可能となる状況も出てくるのであり，これに

よって，重大事件についても修復的司法が可能となろう。

さらに，修復的可法の可能性は，保護観察などの更生保護においても考え

られよう。たとえば，保護観察における特別遵守事項の内容に修復的司法に

基づく活動を盛り込む，少年院仮退院者について，欧米のように，和解フ。ロ
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グラムをつくり，中立的な第三者を養成していくという方法が理想であろう

が，現状で可能な方法として，対象少年の居住地域に居住する保護司と保護

観察宮との協同を行う，保護観察処分少年について， 1994年に導入された，

短期保護観察処分少年に対して修復的司法を実践する，窃盗や傷害といった

比較的軽微な犯罪を犯した少年に対して，社会奉仕活動や被害弁償，さらに

被害者との直接対話を課題として設定する，仮釈放者について，第三者機関

の設立によって修復的司法が実践できる余地を与える，無期刑対象者は，思

赦によらない限り，保護観察は継続することから，刑の執行の免除を受ける

ことができるようにするために，修復的可法を実践する，などが考えられ

る。

6 警察における修復的司法の在り方

修復的司法の視点は，少年司法プロセスの各段階において実践可能であ

り，その中で，警察における修復的司法の意義と限界が検討されなければな

らない60

まず，警察は修復的司法を実践すべきではないという考え方もあり得る。

おそらく，警察は処遇機関ではないという従来からある考え方からの批判で

あろう。しかし，修復的司法は処遇を目的とするものではなし問題解決を

目的とするのであり，それが事実上処遇的な効果を生むことがあっても問題

ではないと思われる。また，犯罪予防にとって修復的司法アプローチは効果

的なのであり，これを実践する国家機関は警察であり，警察がいかに修復的

可法を実践し得るのかという聞いが重要で、あり，警察を修復的司法の坪外に

おくことは生産的で、はないだろう。

問題は，警察が警察段階において終局的処理として修復的司法の実践を行

うことが妥当か否かである。微罪処分や少年事件における簡易送致(犯罪捜

査規範214条)の場合などにおいて可能と思われるが，軽微犯罪に限定される

ことになるし，対象者への介入の拡大という問題もあろう。しかし，当事者

の任意性を要件とするのであれば，少年対話会のような対話システムを各段

階に制度として設けておくことが検討されるすべきであろう。
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警察は，処遇機関ではないことを前提とする以上，対象者の関係する人

的・地域的コミュニティに関係づけるという役割を有する地位に位置づけら

れることになる。警察は，対象者を処遇するのではなく，対象者とその関係

する人々との関係を再生・修復するための端緒的役割を果たすのであり，こ

れが，警察における修復的司法の在り方の基本であり，限界であるように思

われる。

修復的司法の中に警察を取り込むためには，警察がコミュニティ内の構成

員となることを意味し，警察が市民の友人あるいは援助者として活動し，わ

れわれの生活の質の向上に資するというのでなければならない。市民が警察

をどう見ているかという点については，警察に対する市民の期待は大きいと

いう反面，犯罪を警察に申告した後の警察活動に対する不満が高いことも，

国際的な調査から示されている。警察を隣人として好意的に見るのではな

しコミュニティ内の生活を妨害する「アウトサイダー」というように見る

市民やコミュニティもあるだろう。これでは，警察を修復的可法のシステム

内に包含することは不可能といわざるを得ない。もっとも，警察を重要視し

ないのは，すでにそのコミュニティにおいて修復的司法的な要素が存在して

いるからというようにも理解できるが，いずれにせよ，警察活動に対する満

足レベルの増加と犯罪不安レベルの減少を志向する施策が求められていると

いえよう。

警察の 2面的役割をより明確にすることが望ましいだろう。すなわち，信

頼を伴う，強力な力の行使としての役割とコミュニティ内の問題を解決す

る，市民の援助者，友人としてのサービス的役割がこれである。近代化の過

程は，コミュニティの崩壊過程でもあるが，新たな共同性・公共性の構築と

いったコミュニティの再生に対して，警察がいかに寄与し得るかという問題

が今後の重要課題であるように思われる70

7 結びにかえて

課題は，警察による修復的司法の具体的な実践をいかなる形式で、いかなる

段階で行うべきかという点にある。少年対話会は，家裁送致前の窮屈な段階
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で実施される措置である。

現代は， ミクロ・コミュニティ(人的コミュニティ)も，マクロ・コミュニ

ティ(地域社会)も崩壊しつつあることは否定できない。家族，学校，職場，

地域などのコミュニティにおいて，関係性が崩壊しつつあり，おそらし犯

罪・非行を予防するためには，この関係性の再生しかないといっても過言で

はないように思われる。

修復的司法は，コミュニティのエンパワーメントをも志向するものであ

るにコミュニティのエンパワーメントなくして，個人のエンパワーメント

もないので、ある。われわれは，はじめに個人として共同体を形成してきたの

ではない。家族・学校・地域などの共向体の中から生まれ，その中から個人

として形成されてきたことを忘れてはならないだろう。にもかかわらず，そ

の個人がアトム化された孤立した個人として，あたかもはじめから個人であ

ったかのように誤想し，根無し草的存在になってしまったのが現代社会であ

る。倍人はこのことを自覚しなければならないし，新たな共同体を形成する

義務を負うといってもいいだろう。そして，この新たな共同体の形成のサポ

ート的存在として，警察がいかなる寄与をなし得るかの検討を続行していか

なければならないで、あろう。
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